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７月７日の授業参観、たいへんお世話になりました。給食試食会、PTA研修会、授業参観（人権学習）、
学級懇談会、地区懇談会等、内容が盛りだくさんでしたが、最後までご協力いただきありがとうございまし
た。今回はお子様の欠席等で参観できなかった方もいらっしゃいましたので、参観日の様子を簡単にお知
らせします。

給食のメニューは「牛乳、セルフ手巻き寿司（卵焼き・ツナサラダ）、
七夕すまし汁、七夕デザート」でした。１年生の子ども達は、いつもとち
がって保護者の皆様と一緒に食べられるとあって大喜びでした。
次年度から給食センターの給食となりますので、自校給食として最

後の給食試食会となりました。

PTA研修会として、NPO法人づくりJAPANネットワークの柴尾源太さんを講師に迎え、
ガイドランナーの体験講習を行いました。今回は、４年生から６年生の子ども達も一緒
に参加しました。はじめにガイドランナーについて説明をしていただいた後、「言葉を使
わずにお題を伝えるゲーム」と「ガイドランナーの疑似体験」を行いました。短い区間で
したが、実際に体験してみると難しく、「相手の様子を見ながらコミュニケーションをとる
こと、正確に伝えることの大切さ」を学びました。
参加した子ども達からは、「前があまり見えないからガイドランナーと協力しないとで

きないことが分かりました。」「ガイドランナーの方が声をかけたりしながら走ると、視覚
障害者ランナーの方が安心して走れることに気付きました。」「ガイドランナーと選手が
息をぴったり合わせるのが難しかったし、正しく情報を伝えることが大切だと分かりまし
た。」等の感想が聞かれました。

今回の授業参観は人権学習でした。各学年の学習は以下の通りです。
学 年 題 材 名 主 な 学 習 内 容
１年生 てつぼう てつぼうが嫌いな私の気持ちをみんなで考えました。ふわふわ言葉集めをし

きらい ました。これからたくさんふわふわ言葉をふやしていきます。
２年生 ぼくの ランドセルを蹴ってしまった主人公の気持ちを親子で考えました。「自分だっ

ランドセル たらこうする」では、自分に置き換えて考えることができました。
４年生 いなかの 「いなかのこだから何もできない」という言葉のおかしさを考えました。こうした

こだから 決めつけが差別につながていくことを学びました。自分たちの心の中にある
「決めつけ」に気付くことができました。

５年生 この子と 水俣病について、奇病・伝染病などの事実ではないうわさや偏見が差別につ
ともに ながることを学習しました。自分たちも決めつけ等同様のことがあり、自分達

と決して遠くない問題であると気付きました。
６年生 あなたたちに 平成１５年に起きた、ハンセン病元患者の方々に対する宿泊拒否問題につい

伝えたいこと て学びました。勇気がいるけど、声を上げ行動しないと、差別はなくならない
ことに気付くことができました。

授業後の学級懇談では、授業（人権学習）について・前期前半の振り返り・夏休みの生活について等の
話し合いが行われました。３年生は、授業参観・学級懇談が実施できませんでした。人権学習については
これから取組を進めていきます。学級懇談については、個人面談の対応を考えております。担任から連絡
があると思いますので、よろしくお願いします。

地区懇談会を、多目的室で行いました。まず、岩上会PTA長から、昨年まで行われていなかった夏休み
のプール開放についての話がありました。提案内容は以下の点です。

参加された方からの反対意見もなく、上記の内容でプール開放を行うこととなりました。プール開放に
ついてと監視可能日についての文書が昨日配布してありますので、ご協力よろしくお願いします。
次に、校長から先日（７月３日）の「引き渡し下校」の際の反省点を生かした改訂版の提案をしました。

雨天時に運動場に駐車をすると難しい点がたくさんありましたので、運動場に駐車するのではなく、現在
職員が駐車している場所を使用するように変更しました。詳細については、裏面に印刷していますので、
確認お願いします。（引き渡し下校時には、ホームページで確認できるようにしておきます）

○本校には、杉本真樹さん、竹村宜隆さん、中村奏喜さんの３名の消防士さんがいらっしゃる。３名
のうち２名の方が監視に来られる日を開放日（７月２５日・２８日・３１日）にする。

○夏休み中プールを開放するためには水質管理をするための薬品代が必要となる。今年度は、別
途徴収するのでなく、PTA会費から薬品代を支出する。

○消防士の方は、休みの日をつかって監視に来られる。可能な範囲（無理にする必要はない）で保
護者の方も監視の協力をお願いしたい。

○今年度は試行として、３回開放する。次年度実施するかどうか、年度末のPTA総会時に意見を聞
かせてほしい。（次年度実施する場合は、薬品代等別途徴収が必要となる）


